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何が変わるのか？
昨年末、政府与党の税制調査会は、「生

前贈与」について改正の方針を示しました。

生きている間にせっせと子供たちに贈与

をして相続財産を減らす生前贈与。現在

は相続前３年間の贈与は相続財産にカウ

ントされてしまうため、亡くなる直前に行

っても効果がないのですが、2024 年の

贈与から段階的にこの３年がさらに伸び

て７年に改正されることになりました。つ

まり亡くなる前の７年間の贈与は相続税

対策として機能しないことになったのです。

贈与税の仕組みとして短期間にそこそこ

の財産を贈与すると税負担が増えてしま

い、「相続税＋贈与税」で考えるとかえっ

て不利な結果になる場合もあります。そ

もそもあと何年生きるかわからない状況

では、老後資金も考えると子供たちにど

のタイミングでどのくらいの財産を贈与し

ていいのか、この贈与の方法では判断が

つくわけがありません。

相続時精算課税
実は20年ほど前から、通常の贈与（暦

年贈与）のほかに「お金を渡したときには

贈与税を課税せず、相続時に相続税を課

税する『相続時精算課税』」という制度が

存在しています。この制度は時期をずらし

て贈与税を相続税に置き換えて納税する

だけなので人気がなく、選択する人も多く

ありませんでした。しかし今回の改正で

この制度がかなり使いやすくなったため、

これからはこの「相続時精算課税」がメイ

ンとなって生前贈与を行っていくことにな

ります。

【相続時精算課税制度】
・60歳以上の父母祖父母から18歳以上の

子や孫である推定相続人または孫

・2,500万円までの贈与に関しては贈与時
に課税せず相続時に課税

・累計で2,500万円を超えてくると超えた
部分の20％について贈与税課税

・暦年贈与との併用はできない

【相続時精算課税の改正】
・年間110万円の贈与まで非課税

・年間110万円を超えた部分は累計2,500
万円まで贈与税がかからない

・年間110万円までの贈与については期間
制限なく相続税に加算されない

どう贈与すべきか
国 際 相 続 では、 被 相 続 人（ 親 ）、 相

続人（子）のそれぞれの住所と財産の所

在（日本か米国か）で課税範囲が異なり

ます。また、日本では「財産をもらった

側（子）が贈与税の納税義務を負います」

が、米国では「財産をあげた側（親）が納

税義務を負う」など国によって税法が異

なるので慎重に計画を立てることが重要

となります。流れとしては次の通りです。

1. 財産リストの作成
2. リストに基づいて財産評価（基本は時価）
3. 相続税の計算（相続）
4. だれがどの財産を相続するかの検討
    （米国居住の子には米国の財産を、等）
5. 各人の相続税の計算
6. 生前贈与のシミュレーション

大事なのは、相続税の試算をしないと

どのタイミング、どの金額で贈与すれば

いいのか計算できないことを理解してお

くことです。110万円以内の贈与であれ

ば贈与税ゼロですので問題ありませんが、

この金額の贈与を繰り返しただけでは効

果が出るまでに何十年もかかってしまいま

す。そのため、ある程度まとめた金額の

贈与をしなければなりません。

2023年9月に日経BPより私の著書「残

念な相続〈令和新版〉」が発売されました。

生前贈与に限らず、国際相続についても

わかりやすく説明しております。是非参考

にしてください。

来年から贈与税のしくみが大きく変わる
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フィレンツェの遠景





福田恵子
日本とはあらゆる面で異な
るアメリカの学校の実態
を、ロサンゼルス郊外、ビー
チシティーの公立校（通称
Ｋ－12）に、11年生の娘ニナ
を通わせる筆者が、保護者
の視点からリポートする。

アメリカの学校アメリカの学校
としてもっと知りたい！としてもっと知りたい！親とととと親










